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【目的】平成 26 年 6 月 12 日に改正薬剤師法（第 25 条の 2）が施行され、新たに

「指導義務」が追加された。これに先立ち、当院では日本病院薬剤師会が作成し

た「必要な薬学的知見に基づく指導の進め方」を参考として、より充実した外来

服薬指導の運用を開始したので報告する。 
【方法】平成 26 年 6 月 1 日より、外来窓口の服薬指導担当者を 1 名から 2 名に増

員した。薬剤交付前には、指導に必要な情報として医師の診察内容、前回の薬剤

師記録、ハイリスク薬の有無を含めた処方変更の内容を電子カルテで確認するこ

ととした。服薬指導は処方交付時に実施し、処方内容の説明に加えて、患者の服

薬状況や副作用の確認を行うこととした。指導記録は処方変更の有無、ハイリス

ク薬の有無、患者の服薬状況、副作用をＳＯＡＰ形式で記録する様式とし、指導

後すぐに電子カルテへ入力する運用とした。指導記録は、標準の定型文をテンプ

レート登録し、記載漏れが生じないように工夫した。業務評価を行うため運用開

始前後での、指導内容および疑義照会内容について調査し分析した。 
【結果・考察】1 日あたりの平均指導患者数は約 52 名（平成 26 年 6‐9 月）であ

り、時間外も含めた全ての外来処方について運用した。指導前にカルテ内容を確

認することで、患者の病状に応じた丁寧な服薬指導が可能となり、患者からも概

ね好評な印象である。指導記録に定型文を利用することで、記載の標準化と作業

の効率化が可能となった。運用後より、患者の病状経過にそぐわない処方内容を

発見し、疑義照会に至った事例が増加していることから、外来処方においても患

者背景を十分に把握したうえで服薬指導を実施することが重要と考えられた。 


